
湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、送迎用として、乗車定員 11 人以上のバス等の車両（以

下「送迎用バス等」という。）を使用し定期的に湯河原駅を利用する団体等

（以下「送迎者」という。）が、湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機

所（以下「待機所」という。）を使用することについて必要な事項を定め、

もって湯河原駅前広場の安全と利便の増進を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「待機所」とは、別紙位置図の区域をいう。 

 （待機所の駐車時間） 

第３条 待機所の使用に係る駐車時間は、１回の駐車につき 15 分間以内とす

る。 

（使用の申請） 

第４条 待機所を使用しようとする送迎者は、湯河原駅前広場バスロータリー

内車両待機所使用申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。

ただし、一時的な使用など、町長が特に認める場合は、この限りでない。 

（使用の許可） 

第５条 町長は、前条の湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用申請

書を受理したときは、その可否を決定し、次の各号により申請者へ通知する

ものとする。 

(1) 使用を許可するとき 

ア 湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用許可書（様式第２号）

(2) 使用を許可しないとき 

ア 湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用不許可通知書（様 

式第３号） 

２ 町長は、前項第１号の許可をするときは、使用条件を付することができる。 

３ 町長は、第１項第１号の許可をしたときは、申請者に対し湯河原駅前広場

バスロータリー内車両待機所使用許可証（様式第４号）を交付する。 

（使用期間等） 

第６条 待機所の使用を許可する期間は、４月１日から翌年の３月 31 日まで

の１年間とする。ただし、年度途中で許可する場合は、使用を許可する初日

から当該日の属する年度末までとする。 

２ 待機所の使用を許可した期間の終了後に、引き続き使用しようとするとき

は、当該期間の終了するおおむね１か月前までに、第３条に規定する申請書

を町長に提出しなければならない。 



（使用の一時停止） 

第７条 町長は、必要があると認めるときは、待機所の使用を許可した期間内

であっても、一時使用を停止することができる。 

 （資格） 

第８条 待機所の使用の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれに

も該当するものとする。 

(1) 湯河原町内又は熱海市泉地区に居住する者又は事業所を有する者若し

くは法人 

(2) 送迎者である個人又は法人の代表者が湯河原町特定滞納者に対する特

別措置に関する条例(平成 20 年湯河原町条例第１号)に規定する特定滞納

者に認定されていないこと。 

（許可の制限） 

第９条 町長は、待機所の使用を許可した送迎者が、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。 

(1) 湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例に規定する特定滞

納者に認定されたとき。 

(2) 公衆の利便に著しく迷惑を及ぼす行為又は危害を加える行為があった

とき。 

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法

律第 77 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。)又は個人若しくは法

人の代表者若しくは役員が暴力団員(同法同条第６号に規定する暴力団員

をいう。)であることが判明したとき。  

(4) 申請書の内容に虚偽の記載があったとき。 

(5) その他町長が待機所の管理に支障があると認めたとき。 

 （運営方法の決定） 

第 10 条 待機所の運営方法については、湯河原駅前広場バスロータリー内車

両待機所運営委員会において決定する。 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式（次

項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この告示に

よる改正後の様式によるものとみなす。 

３ この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 



 

 

 

  

 



様式第１号（第４条関係） 

 

 

湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用申請書 

 

  年  月  日  

 

 湯河原町長 様 

 

 申請者 住  所 

 

 施 設 名 

 

 氏  名  

 

 電話番号    （   ） 

 

 

 次のとおり申請します。 

 

使 用 す る 車 両 の 車 名  

乗 車 定 員       人 

使用する車両のナンバー

プレートの番号 
 

使 用 期 間      年  月  日 から    年  月  日 まで 

備 考  

 



様式第２号（第５条関係） 

 

 

湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用許可書 

 

許可番号        

 年  月  日  

 

 

             様 

 

 

湯河原町長 印  

 

 次のとおり許可する。 

 

使 用 す る 車 両 の 車 名  

乗 車 定 員       人 

使用する車両のナンバー

プレートの番号 
  

使 用 期 間      年  月  日 から    年  月  日 まで 

許 可 条 件 

 交通の支障となるので県道には絶対に駐車しないこと。 

 その他の許可条件は、次のとおり。 

１ 待機所の公共性及び旅客公衆の利便を保持すると共に

歩行者、車両等の通行を安全かつ、円滑に行うこと。 

２ 待機所の施設物を破損した場合においては、町の指示に

従い自費をもって復旧すること。 

３ 使用許可を受けた後、町が待機所の工事等を行う場合、

その他公益上必要が生じた場合は、町の指示に従うこと。 

４ 許可を受けた場所以外は、他の交通の支障となる場所へ

の駐車をしてはならない。 

５ その他湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使

用に関する要綱を遵守すること。 

６ 許可条件に定めのない事項で疑義を生じたときは、町と

協議すること。 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

 

湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用不許可通知書 

 

 年  月  日  

 

 

             様 

 

 

湯河原町長 印  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機

所の使用については、下記の理由により不許可とする。 

 

使 用 す る 車 両 の 車 名   

乗 車 定 員       人 

使用する車両のナンバー

プレートの番号 
  

不 許 可 と す る 理 由 
  

 

 



様式第４号（第５条関係） 

（表） 

 

湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所 

使用許可証 
 

ナンバープレート番号：                    

許可番号：                          

交付年月日：                         

使用期間：    年  月  日 から     年  月  日 まで  

 

 

（裏） 

注 意 事 項 

 

１ 待機所における駐車時間は、１回の駐車につき 15分間以内とすること。 

 

２ 県道には絶対に駐車しないこと。 

 

３ 待機所内では、使用許可証をダッシュボードの上など車外から見やすい場所に置く

こと。 

 

４ 使用許可証は第三者に貸与又は譲渡してはならない。 

 

５ 使用許可証を汚損又は紛失した場合は、速やかに再交付を受けること。 

 

６ 待機所の使用許可の取消しを受けたときは、遅滞なく使用許可証を返還すること。 

 


